
■ 訪問入浴介護における看取り期の利用者へのサービス提供について、その対応や医師・訪問看護師等の多職種
との連携体制を推進する観点から、事業所の看取り対応体制の整備を評価する新たな加算を設ける。

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞

なし 看取り連携体制加算 64単位/ 回（新設）
※死亡日及び死亡日以前30日以下に限る

【算定要件】
○ 利用者基準

イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
ロ 看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等から介護記録等利用者に関する記録を活用して行われる

サービスについての説明を受け、同意した上でサービスを受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受けている者を含む。）であること。
○ 事業所基準

イ 病院、診療所又は訪問看護ステーション（以下「訪問看護ステーション等」という。）との連携により、利用者の状態等に応じた対応ができる連
絡体制を確保し、かつ、必要に応じて当該訪問看護ステーション等により訪問看護等が提供されるよう訪問入浴介護を行う日時を当該訪問看護ス
テーション等と調整していること。

ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して、当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。
ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。

看取りへの対応強化

訪問入浴介護における看取り対応体制の評価 告示改正

訪問入浴介護

■ ターミナルケア加算について、介護保険の訪問看護等におけるターミナルケアの内容が医療保険におけるターミ
ナルケアと同様であることを踏まえ、評価の見直しを行う。

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞

ターミナルケア加算 2,000単位/死亡月 ターミナルケア加算 2,500単位/死亡月

訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し 告示改正

訪問看護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護

14



■ ターミナルケアマネジメント加算について、自宅で最期を迎えたいと考えている利用者の意向を尊重する観点か
ら、見直しを行う。併せて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数の
要件についても見直しを行う。

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞

ターミナルケアマネジメント加算 400単位/月 変更なし
【算定要件】

自宅で最期を迎えたいと考えている利用者の意向を尊重する観点から、人生の最終段階における利用者の意向を適切に把握すること
を要件とした上で、当該加算の対象となる疾患を末期の悪性腫瘍に限定しないこととし、医師が一般に認められている医学的知見に基
づき、回復の見込みがないと診断した者を対象とする。

※併せて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数の要件を見直す。
（ ＜現行＞ ５回以上→ ＜改定後＞ 15回以上）

看取りへの対応強化

ターミナルケアマネジメント加算等の見直し 告示改正

居宅介護支援

■ 短期入所生活介護について、看取り期の利用者に対するサービス提供体制の強化を図る観点から、レスパイト機
能を果たしつつ、看護職員の体制確保や対応方針を定め、看取り期の利用者に対してサービス提供を行った場合に
評価する新たな加算を設ける。

【単位数】
看取り連携体制加算 64単位/日（新設）※死亡日及び死亡日以前30日以下について７日を限度として算定可能

【算定要件】
○ 次のいずれかに該当すること。

① 看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）イ若しくはロを算定していること。
② 看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）イ若しくはロを算定しており、かつ、短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院、診療所、訪

問看護ステーション若しくは本体施設の看護職員との連携により24時間連絡できる体制を確保していること。
○ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。

短期入所生活介護における看取り対応体制の強化 告示改正

短期入所生活介護
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【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞

死亡日45日前～31日前 80単位/日 死亡日45日前～31日前 72単位/日（変更）
死亡日30日前～4日前 160単位/日 変更なし
死亡日前々日、前日 820単位/日 死亡日前々日、前日 910単位/日（変更）
死亡日 1,650単位/日 死亡日 1,900単位/日（変更）

看取りへの対応強化

■ 介護老人保健施設における看取りへの対応を充実する観点や在宅復帰・在宅療養支援を行う施設における看取り
への対応を適切に評価する観点から、ターミナルケア加算について、死亡日以前31日以上45日以下の区分の評価を
見直し、死亡日の前日及び前々日並びに死亡日の区分への重点化を図る。

介護老人保健施設におけるターミナルケア加算の見直し 告示改正

介護老人保健施設

■ 本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を更に充実させる観点から、介護医療院の基本報酬の算定
要件及び施設サービス計画の作成において、本人の意思を尊重した上で、原則入所者全員に対して「人生の最終段
階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った取組を行うことを求めることとする。

介護医療院における看取りへの対応の充実 告示・通知改正

【算定要件等】
○ 施設サービスの計画の作成や提供にあたり、入所者の意思を尊重した医療及びケアが実施できるよう、入所者

本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応していることを求める。

介護医療院

80単位/日→72単位/日

死亡日死亡日
以前4日

死亡日
以前30日

160単位/日

死亡日
以前45日

910単位/日
↑

820単位/日

1,900単位/日
↑

1,650単位/日
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